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◎読んだらすぐ隣へ回しましょう    

 
 
 
◆令和２年度の自衛官を募集します 
 
  自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つための国防の任 

務と、災害時の人命救助や生活支援などを行う災害救助の任務に携わって 

います。近年では、海外での平和貢献活動も行っていて、自衛隊の活動の 

重要性がこれまで以上に、大きくなっています。このように、国民の生命 

と財産を守り、世界平和を推進していくためには、優秀な人材を確保する 

必要があります。 

 

  次の日程で、各種自衛官などの試験を実施します。種目ごとに受付時期 

や試験日が異なりますのでご確認してください。 

 

募 集 種 目 一般幹部候補生 

応 募 資 格 

２２歳以上２６歳未満の人  

※２０歳以上２２歳未満の者は大学卒（見込みを含 

む）の人、修士課程修了者（見込みを含む）は、 

２８歳未満の人 

受 付 期 間 ３月１日（日）～５月１日（金） 

試 験 期 日 １次試験：５月９日（土）・１０日（日） 

 

募 集 種 目 一般曹候補生 

応 募 資 格 １８歳以上３３歳未満の人 

受 付 期 間 ３月１日（日）～５月１５日（金） 

試 験 期 日 １次試験：５月２３日（土） 

 

募 集 種 目 自衛官候補生 

応 募 資 格 １８歳以上３３歳未満の人 

受 付 期 間 年間を通じて受け付けています。 

試 験 期 日 受付時にお知らせします。 

 

 

 

※お問い合わせは 

自衛隊宮崎地方協力本部 都城地域事務所 

☎：２３－３９４４（内線３７３～３７４）にお願いします。 

【№】 

表紙 

１ 

１ 

２ 

２ 

３ 

３ 

３ 

４ 

 

５ 

 

６ 

６ 

 

 

【内   容】 

◆令和２年度の自衛官を募集します 

◆『２０２０ 三股町 春まつり』を開催します 

◆令和２年「 春季全国火災予防運動 」を実施します 

◆令和２年度 三股町奨学資金奨学生を募集します 

◆令和２年度 都城育英会奨学生の募集を紹介します 

◆三股町提携「教育ローン」を紹介します 

◆国の教育ローン（日本政策金融公庫）を紹介します 

◆小学生を対象にした「物づくり体験教室」を開催します 

◆３月は自殺対策強化月間です 

～ひとりで悩まないで！ 誰かに話してみませんか？～ 

◆令和２年度（４月～令和３年３月）の農業用廃棄プラスチッ 

ク回収スケジュールのお知らせ 

◆「おもちゃ病院三股」を開設します 

◆「ふれあい福祉相談」を実施しています 

【分 類】 

＜募  集＞ 

＜催  し＞ 

＜お 知 ら せ＞ 

 

 

 

 

 

＜保健と福祉＞ 

（一 般） 

＜農林畜産業関連＞ 

 

＜相 談＞ 

募 集 
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◆『２０２０ 三股町 春まつり』を開催します 
毎年恒例となりました「三股町 春まつり」を次のとおり開催します。 

 

上米公園 桜まつり（花：ソメイヨシノ５００本） 

 ■ 開催期間 ＝３月１９日（木）～４月上旬（予定）※開花状況で変更あり 

■ 会 場 ＝上米公園（樺山１１５番地１） 

 ◎ライトアップ：開催期間中の午後６時３０分～午後９時３０分（毎日） 
  
 

椎八重公園 つつじまつり（花：クルメツツジ６万本） 

 ■ 開催期間 ＝４月１１日（土）～４月下旬（予定）※開花状況で変更あり 

 ■ 会  場 ＝椎八重公園（長田５５１５番地１） 

 ◎つつじセレモニー２０２０： 

  ４月１１日（土）午前１１時～ 

  セレモニー終了後、２００人にツツジの苗木をプレゼント！ 

  ※苗木配布の整理券は１０時３０分～ 

 ◎しゃくなげの苗木プレゼント（２００人）： 

  ４月１８日（土）午前１１時～ 

  ※苗木配布の整理券は１０時３０分～ 
 
 

早馬まつり（盆地の２大まつり） 

 ■ 開催日 ＝４月２９日（水・昭和の日）午前９時～午後２時３０分（予定） 

 ■ 会 場 ＝早馬公園・早馬神社境内周辺（樺山３９９３番地９） 

■ 内 容 ＝郷土芸能（ジャンカン馬踊り、棒踊りなど）、ステージ（町文 

化協会、ミマタレンジャー、三股中学校吹奏楽部など）を予定 

しています。 

※別会場で柔道大会（武道体育館）、弓道大会（弓道場）、四半的大会（四半 

的弓道場）なども予定しています。 
  
 

しゃくなげの森 しゃくなげ花まつり（花：シャクナゲ５００種３万本） 

 ■ 開催日 ＝４月１日（水）～５月６日（水） 

 ■ 会 場 ＝しゃくなげの森（長田５２６８番地） 

 ■ 内 容 ＝期間中は多彩なイベントを実施します。詳しくは「しゃくなげ 

の森」の公式サイトでご確認ください。 

 

※お問い合わせは、町観光協会事務局（役場 企画商工課内） 

  ☎：５２－９０８５（直通）にお願いします。 

 
 
 
◆令和２年「 春季全国火災予防運動 」を実施します 

 

 

■ 実施期間 ＝ ３月１日（日）～７日（土） 

  

火災が発生しやすい時季を迎えます。火災による死者を無くすため、 

火の取り扱い、火の元の管理には十分注意しましょう。住宅用火災警報 

器を設置して定期的に点検しましょう。 

 

■ 防火標語 ＝ ２０２０年度全国統一防火標語 

 

「ひとつずつ いいね！で確認 火の用心」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

都城市消防局予防課  

☎：２２－８８８４ にお願いします。 

催 し お知らせ 
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◆令和２年度 三股町奨学資金奨学生を募集します 
 

  町では、次のとおり奨学生を募集します。 

希望する人は、期間内にお申し込みください。 
 

■ 対 象 者 ＝次の条件を全て満たす人 

①父母またはこれに代わる法定代理人が町内に住んでいる 

人 

②大学・短大・専修学校・高専・高校（通信制・定時制課 

程を除く）に在学し、その学校長または卒業した学校長 

の推薦がある人 

③学業、人物ともに優秀かつ健康で、学資の支払いが困難 

な人 

④高校生、高専生はそのほかの奨学機関から、大学生・短 

大生・専修学校生は都城育英会から学資の支給または貸 

与を受けていない人 
 

■ 募集人員 ＝５人（予定） 
 

■ 貸与月額 ＝高校生・高専生 ・・・・・・・１万円（無利子） 

大学生・短大生・専修学校生・・２万５，０００円（無利子） 

 

■ 貸与期間 ＝４月～令和３年３月までの１年間 

（継続して貸与を受ける場合は、毎年３月に継続の手続きが 

必要です。） 
 

■ 申込方法 ＝２月下旬から教育課（中央公民館内）で配布する「募集要 

項」をご確認ください。 

        ※三股町の公式サイトでも公開しています。 

        ※大学・短大・専修学校の新入学生は、（公財）都城育英 

会にも申し込んでいることが条件です。ただし、併給は 

できません。（都城育英会の資料は教育課でも配布して 

います） 
 

■ 申込期間 ＝４月１日（水）～１４日（火） 
 

※お申し込み・お問い合わせは、 

町教育委員会教育課 学校教育係（中央公民館内） 

☎：５２－９３１４（直通）にお願いします。 

◆令和２年度 都城育英会奨学生の募集を紹介します 
 

都城育成会では、次のとおり奨学生を募集します。希望する人は期間内 

にお申し込みください。 

 

■ 対 象 者 ＝次の条件を全て満たす人 

①本町または都城市出身で、保護者が町内または都城市に 

住んでいる人 

 

②４月に学校教育法に規定する大学・短期大学・専修学校 

の専門課程に進学する人（ただし通信制・定時制課程は 

対象外、省庁大学校も対象外）  

  

③学業、人物ともに優秀かつ健康で、経済的理由で修学困 

難な人 

 

■ 募集人員 ＝３０人程度 

 

■ 貸与月額 ＝月額３万円（無利子） 

 

■ 申込方法 ＝２月下旬から配布する「募集要綱」をご覧ください。 

※募集要綱は、町教育委員会教育課、都城市教育委員会学 

校教育課、各総合支所地域振興課、各地区市民センター、 

三股町・都城市の各高等学校などで配布しています。 

 

■ 申込期間 ＝４月１日（水）～１４日（火） 

 

 

 

 

 

 

 

※お申し込み・お問い合わせは、 

都城市教育委員会内 公益財団法人 都城育英会事務局 

☎：２５－８５４５ にお願いします。 
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◆三股町提携「教育ローン」を紹介します 
 

■ 対 象 者 ＝町内に住み、子どもが高校・専門学校・短大・大学などに 

入学決定または在学している年収１５０万円以上９００万 

円以下の人 
 

■ 条  件 ＝完済時年齢が６５歳未満で、町税などを滞納していない人 
 

■ 融 資 額 ＝３００万円以内（こども１人につき） 
 

■ 返済期間 ＝１０年以内（最長４年の元金据え置き期間を含みます） 
 

■ 金  利 ＝年１．３０％（別途保証料が必要です） 
 

※お申し込み・お問い合わせは、 

 九州ろうきんローンセンター都城 

☎：２３－２２５７ にお願いします。 

-------------------------------------------------------------------- 

◆国の教育ローン（日本政策金融公庫）を紹介します 
 

高校、大学などへの入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融 

資制度です。ぜひ、ご活用ください。 

 

■ 対 象 者 ＝高校、短大、大学、専修学校・各種学校や外国の高校、大学 

などに入学・在学する人の保護者（受験前でも申込み可能で 

す。） 
 

■ 融 資 額 ＝学生・生徒１人につき３５０万円以内 
 

■ 利  率 ＝年１．６６％ 

※家庭の状況に応じて、金利・返済期間・保証料が優遇され 

ます。 

 

※お問い合わせ・お申し込みは、 

  詳しくはインターネット「国の教育ローン」で検索 

教育ローンコールセンター☎：０５７０－００８６５６（ナビダイヤル） 

          または、☎：０３－５３２１－８６５６ 

にお願いします。 

◆小学生を対象にした「物づくり体験教室」を開催します 
 

  電池やＬＥＤを使った電気工作に挑戦して「ものづくり」の楽しさを体

感し、子どもたちに創作活動に対する興味や関心を持ってもらうため、次

のとおり「物づくり体験教室」を開催します。 

 

■ 日 時 ＝ ４月１８日（土）午後１時３０分～４時３０分 

■ 場 所 ＝ 都城市カンガエールプラザ（都城市年見町１４－１） 

■ 対象児童 ＝ 令和２年度の小学３年生から小学６年生まで 

■ 募集定員 ＝ ４０人（申込み多数の場合は抽選となります。） 

■ 費  用 ＝ 無料 

■ 募集期間 ＝ ３月１０日（火）～２５日（水） 

■ 申込方法 ＝ 往復はがきに必要事項を記入して郵送ください。 

※期間厳守 

 

往信（表）   返信（裏）    返信（表）   往信（裏） 

〒885-8555 

 

都城市姫城町 

６街区２１号 

 

都城市商工政策課内 

 

都城少年少女発明 

クラブ 行 

 

 

この面には何 

も記入しない

で下さい 

 〒 

 

本人の 

・郵便番号 

・住所 

・氏名 

 

 

・児童氏名・性別 

※ふりがなをつける 

・学校 

・学年 

・郵便番号 

・住所 

・保護者氏名 

・電話番号 

 

■ そ の 他 ＝ 詳しい案内を各学校に送付していますので、希望する人 

は、各学校へお尋ねください。 

         

 

 

※お問い合せは、 

都城少年少女発明クラブ事務局 

☎：０７０－４１１６－９５４８ にお願いします。 
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◆３月は自殺対策強化月間です 
～ひとりで悩まないで！ 誰かに話してみませんか？～ 

 

■ 県内の自殺死亡率は全国でワースト９位、九州でワースト１位 

全国で毎年約２万人が自殺で亡くなっています。県内では、平成１９ 

年の約４００人をピークに減少し、平成３０年は２０４人でした。 

しかし、県内の自殺死亡率は、全国でワースト７位、九州内ではワー 

スト１位と、高い自殺死亡率が問題となっています。 

 

■ あなたの「こころ」元気ですか？ 

   うつ病は、単に気分が落ち込んでいるとうだけではなく、“心身の疲労 

が蓄積し、休息のリズムが乱れ、疲れているのに休めない状態”をいい 

ます。 

厚生労働省の調査によると、一生涯に約１５人に１人はうつ病を経験 

していて、誰の身にも起こる可能性のある身近な病気であるといえます。 

うつ病の人には自殺が多いといわれており、自殺は発作的に行われる 

 印象が強いのですが、生活習慣や言動の変化に気をつけることで深刻な 

事態を避けられることが分かっています。 

 

うつ病を疑うサイン 

 

・悲しい、憂うつな気分、沈んだ気分 

・今まで楽しめたことにも興味が湧かず楽しくない 

・疲れやすく元気（気力）がない 

・気力、意欲、集中力の低下を自覚する 

・寝つきが悪い、あるいは夜中や朝早く目が覚める 

・心配事が頭から離れず、考えが堂々めぐりする 

・心配、悲しみや失望から立ち直れない 

・自分を責め、自分は価値がないと感じる 

 

 

 

 

■「あいさつ＋ひと言」が自殺予防の第一歩 

   自殺に至るまでの過程として、健康問題、家庭や職場での人間関係な 

どが複雑に関係しています。 

   ご家族、友人や職場の同僚などで悩みを抱えている人はいませんか？ 

日常の何気ないあいさつをきっかけに、私たちが、悩みを抱える人たち 

の小さな変化に気付き、その悩みに耳を傾けてあげることが自殺予防の 

第一歩となります。 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

町役場 福祉課  

社会福祉係 
５２－９０６１ 

月曜～金曜 

(祝日を除く) 

午前８時３０分 

～午後５時 

町福祉・消費生活 

相談センター 
５２－０９９９ 同 上 

午前９時～正午 

午後１時～４時 

町包括支援センター ５２－８６３４ 同 上 
午前８時３０分 

～午後５時 

町障害者 

基幹相談支援センター 
５７－７３３７ 同 上 

午前８時１５分 

～午後５時 

 

 ※お問い合わせは、 

  福祉課 社会福祉係（１階 ⑥番窓口） 

  ☎：５２－９０６１（直通）にお願いします。 

【町内の相談機関】 

２週間以上、ほとんど

毎日続いていて、日常

生活に支障が出ている

場合は、専門家への相

談を勧めます。 

保健と福祉（一般） 
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◆令和２年度（４月～令和３年３月）の農業用廃棄プラ 

スチック回収スケジュールのお知らせ 
 

令和２年度の 1年間の農業用廃棄プラスチック回収スケジュールは次の 

とおりです。毎月の実施日の確認をお願いします。 

 

★令和２年度（４月～令和３年３月）の農業用廃棄プラスチック回収日 

月 １回目 ２回目 （予備日） 備 考 

４月 ２２日（水）  なし ※予備日は、

雨などで回収

ができなかっ

た時にだけ、

実施します。 

 

※雨天時は中

止となる場合

があります。

当日の実施が

不明な天候の

場合は、お問

い合わせくだ

さい。 

５月 ２０日（水）  ５月２７日（水） 

６月 ２４日（水）  ７月 １日（水） 

７月 ２２日（水）  ７月２９日（水） 

８月 １２日（水）  ８月１９日（水） 

９月 ９日（水） ２３日（水）  

１０月 ７日（水） ２１日（水）  

１１月 ４日（水） １８日（水）  

１２月 ９日（水） ２３日（水）  

１月 ２０日（水）  １月２７日（水） 

２月 ２４日（水）  ３月 ３日（水） 

３月 ２４日（水）  ３月３１日（水） 

 ※回収場所：町一般廃棄物処理場 

 ※回収時間：午後１時３０分～３時まで 

農業用廃棄プラスチックは、「焼かない 捨てない リサイクル」 

使用済みの農業用廃棄プラスチックは、「産業廃棄物」であるため、排 

  出業者（農業経営者）が自己の責任で適正に処理するよう義務付けられて 

います。 

不法焼却や不法投棄をすると、５年以下の懲役または１，０００万円以 

下の罰金が科せられます。 

また、被覆資材や収穫後の使用済み農業用廃棄プラスチックなどは、強 

  風に飛散させないように注意しましょう。 

※分別については、次の表を確認してください。 

 

 

 

※農業用廃棄プラスチックの分別について 
土・くずなどの異物を取り除き、種類別・色別に分別して１０～１５ 

㎏程度にひもなどで縛って搬入してください。金属の付いている物は、 

必ず金属部分を取り除いてください。 

 

分別が徹底されていない場合は、 
持ち込みをお断りさせていただきます 

 

★搬入方法・分別方法が分からないときは、必ずお問い合わせください。 

①農ビフィルム       〈処理料金 １㎏あたり 7 円〉 

種類 注意点 

・農ビマーク入りのもの 

・透明の農ビ 

・１０～１５㎏のつづら折りにする。

・サイドの耳ひもは取り除く。 

・農ビ以外のものを混入しない。 

 

②ポリ（ＰＯ）      〈処理料金 １㎏あたり２３円〉 

種類 注意点 

・軟質ポリ 

・ポリ系フィルム 

・不織布、灌水チューブなど 

・シート状のものは、重さ１０㎏前 

後にまとめて、ダンバンドなどで 

結束する。 
 

③その他         〈処理料金 １㎏あたり５３円〉 

種類 注意点 

①農ビフィルム ②ポリ以外 

の農業用廃棄プラスチック 

・ブルーシート 

・サイレージネット 

・ポリ製農薬容器 

・水稲用育苗箱 

・農業用タンクなど 

・ハトメなどの金属部分があれば除 

去すること。 

・農薬容器は、中身をきれいに洗浄 

し、乾いた状態で搬入する。 

★農業用廃棄プラスチック以外の農業用廃棄物（ビン類、電球、布類、紙類、 

金属、金属の付属したものや発泡スチロールなど）は、回収できません。 

産業廃棄物処理業者で適正に処分してください。 

※お問い合わせは、農業振興課 農政企画係（３階 ③番窓口） 

   ☎：５２－９０８６（直通）にお願いします。 

農林畜産業関連 



 №６

 
 
 
◆「おもちゃ病院三股」を開設します  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

代表：横山健一  ☎：５１－０２４１ または、 

増田親忠  携帯：０９０－１９２６－８７８３  

にお願いします。 

 

 

 

◆「ふれあい福祉相談」を実施しています 
 

町社会福祉協議会では、生活上のあらゆる問題について、相談を受け 

付けています。 

また、電話での相談も行いますので、気軽にご相談ください。 

 

 

相談日： 毎週月曜・水曜・金曜 

時 間： 午前９時～午後５時 

場 所： 町総合福祉センター「元気の杜」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、  

町社会福祉協議会  

☎：５２－１２４６ にお願いします。 

期  日 ３月２１日（土）毎月第３土曜日  

時  間 
・開  院 ＝ 午後１時～５時ごろ 

※受け付けは午後３時までにお願いします。 

場  所 町総合福祉センター「元気の杜」 

注意事項 

・おもちゃ病院三股は、おもちゃを無償で修理します  

（一部、 材料費などが掛かることがあります）。ただし、 

破損がひどい物や欠品がある物は、修理できない場合が 

あります。現物を見て判断しますので、ご了承ください。 

 

・コンセントにつないで作動させる電化製品・コンピュ 

ーター製品、人を傷つける恐れがある物や水に浮く物 

（浮輪・ボートなど）は修理対象外です。 

使わなくなったおもちゃをご提供ください。 

「おもちゃ病院」では、壊れたおもちゃを無償で

修理していますが、修理に使う部品を購入しなけ

ればならないこともあります。使わなくなったお

もちゃや壊れたおもちゃからも、部品を取ること

ができますので、おもちゃを修理するために、ご

協力をお願いします♪ 

相 談 


